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7. 制度の活用その他 

7.1 活用できる制度 

＜事例および伊予市での活用＞ 

景観法を含め関連制度の活用事例ならびに伊予市での活用可能な制度を示したのが下

記の表です。（「伊予当面」は郡中景観区域、「伊予将来」は伊予市全域を想定しています。） 
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以下は全て、伊予市景観条例を制定することにより運用を行うことができます。 

景観地区 

・景観法の規定に基づき、市町村が市街地の良好な景観の形成を図るため都市計画

に定めた地区です。「建築物の形態意匠の制限」を必須事項とし、「建築物の高さの

最高限度又は最低限度」「壁面の位置の制限」「建築物の敷地面積の最低限度」に関

しては必要に応じて定めます。 

準景観地区 

・都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域内で良好な景観の保全を図る

ため、景観法の規定に基づき指定した地区です。 

景観協定 

・景観計画区域内の一団の土地の所有者、借地権者の全員の合意により結ばれた、

良好な景観の形成に関する協定です。住民間の契約であるという協定の特質から、

良好な景観の形成に関する事柄をソフトな点まで含めて、定めることが可能です。 

景観重要建造物・景観重要樹木及び景観重要公共施設 

・景観計画区域内において指定された、地域の景観上の核となるような景観上重要

な建築物、工作物及び樹木、公共施設で、景観計画に位置づけます。 

景観整備機構 

・景観計画区域において、良好な景観の保全・形成に関して様々な活動を行う NPO

法人や公益法人等の団体で、景観行政団体から景観整備機構として指定された団体

です。 

・景観に関する住民の取組みに関して情報提供等の支援や、所有者と協定を結び景

観重要建造物や景観重要樹木の管理、良好な景観形成に関する調査・研究などを行

います。 

景観協議会 

・景観行政団体、公共施設管理者、景観整備機構、関係する他の公共団体、必要に

応じて公益事業者（観光関連団体、商工関係団体、農林漁業団体、電気事業者等）、

住民等の関係者を加えて組織され、景観に関するルールづくりなど良好な景観の形

成に関する協議を行います。 

＜屋外広告物条例＞ 

景観行政団体になったことから、伊予市屋外広告物条例を制定し、きめ細かな屋外広告

物の規制・誘導を行います。 






